
 

【表紙】  

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 平成26年８月７日

【四半期会計期間】 第105期第１四半期(自 平成26年４月１日 至 平成26年６月30日)

【会社名】 株式会社ＡＴグループ

【英訳名】 ＡＴ－Ｇｒｏｕｐ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．

【代表者の役職氏名】 取締役社長　　山　口　真　史

【本店の所在の場所】 名古屋市昭和区高辻町６番８号

【電話番号】 (052)883－3155(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役　　山　本　大　志

【最寄りの連絡場所】 名古屋市昭和区白金三丁目18番26号

【電話番号】 (052)883－3155(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役　　山　本　大　志

【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所

(名古屋市中区栄三丁目８番20号)
 

 

EDINET提出書類

株式会社ＡＴグループ(E02514)

四半期報告書

 1/16



第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第104期

第１四半期連結
累計期間

第105期
第１四半期連結

累計期間
第104期

会計期間
自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日

自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日

自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日

売上高 (百万円) 87,142 80,236 405,031

経常利益 (百万円) 4,229 3,252 18,117

四半期(当期)純利益 (百万円) 2,705 2,277 11,141

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 7,119 3,396 15,130

純資産額 (百万円) 150,686 158,518 157,406

総資産額 (百万円) 292,873 311,340 308,103

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 80.47 67.77 331.42

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 51.45 50.91 51.09
 

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

 

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判

断したものであります。

 

(1) 業績の状況

当第１四半期連結累計期間(平成26年４月１日～平成26年６月30日)の日本経済は、政府主導の経済政策等によ

り、雇用・所得環境に改善がみられ、個人消費も底堅く推移した一方で、輸入価格の上昇や電気料金の値上げ、消

費増税に伴う駆け込み需要の反動等の影響もあり、先行きは不透明な状況となっております。

当社グループの主力事業が含まれる自動車産業におきましては、消費増税の影響などにより、４月～６月の国内

販売台数(含軽)は約1,162千台(前年同四半期比1.9％減)、当社グループの主要な市場である愛知県におきまして

は、軽自動車の伸びが全国を上回ったことなどで約90千台(同1.5％増)と微増となりました。

このような状況のもと当社グループの連結業績におきましては、新型車のヴォクシーやノア、ハスラー等が好調

であった一方で、消費増税の影響に加え、前期はクラウンなど新型車効果の影響が大きかったこともあり、新車販

売台数(含軽)は20,149台(同8.4％減)と減販、売上高は80,236百万円(同7.9％減)と減収となり、利益面でも、割賦

販売未実現利益及び手数料収入を含めた売上総利益が17,480百万円(同6.6％減)、営業利益が2,183百万円(同

37.2％減)、経常利益が3,252百万円(同23.1％減)、四半期純利益が2,277百万円(同15.8％減)と減益となりまし

た。

 

報告セグメント別の業績は次のとおりであります。なお、セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と

調整を行っております。

① 自動車関連事業

自動車関連事業は上記の新車販売の他、中古車販売、サービス等も含めた売上高は73,856百万円(同9.3％減)、

セグメント利益は1,945百万円(同39.6％減)となりました。

　なお、新車販売台数(含軽)の会社別内訳は以下のとおりです。

愛知トヨタ自動車㈱ 7,172台 (前年同四半期比 1,694台減・ 19.1％減)

トヨタカローラ愛豊㈱ 5,054台 (　　同 240台減・ 4.5％減)

ネッツトヨタ愛知㈱ 2,644台 (　　同　 114台減・ 4.1％減)

ネッツトヨタ東海㈱ 2,345台 (　　同 170台増・ 7.8％増)

愛知スズキ販売㈱ 2,934台 (　　同 28台増・ 1.0％増)
 

 

② 住宅関連事業

住宅関連事業につきましては、販売戸数が184戸(同12.9％増)と増加となり、売上高は5,566百万円(同14.2％

増)、セグメント利益は137百万円(同15.2％増)となりました。

 

③ 情報システム関連事業

情報システム関連事業につきましては、売上高は807百万円(同1.7％減)となり、セグメント利益は66百万円(同

32.1％減)となりました。
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(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び連結子会社)が対処すべき課題について重要な変更

はありません。

 

(3) 研究開発活動

該当事項はありません。

 

(4) 主要な設備

① 前連結会計年度末において計画中であった主要な設備のうち、当第１四半期連結累計期間に完成した設備は次の

とおりであります。
 

自動車関連事業

ネッツトヨタ愛知㈱　プラザ岡崎 移転新築
 

② 当第１四半期累計期間における新たな設備計画は次のとおりです。
 

新たな新設等の計画

自動車関連事業

会社名
事業所名
(所在地)

区分 設備の内容

投資予定額
(百万円) 着手年月 完了予定年月

総額 既支払額

トヨタカローラ
愛豊㈱

岡崎店
(愛知県岡崎市)

移転新築
販売設備及び
整備工場

540 ― 平成26年８月 平成27年２月

法性寺店
(愛知県岡崎市)

全面改築
販売設備及び
整備工場

470 ― 平成27年２月 平成27年７月
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 77,497,000

計 77,497,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成26年６月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成26年８月７日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 35,171,051 35,171,051
名古屋証券取引所

市場第二部
単元株式数は1,000
株であります。

計 35,171,051 35,171,051 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成26年４月１日～
平成26年６月30日

― 35,171,051 ― 2,917 ― 25,819
 

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成26年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式　1,562,000

―
単元株式数は1,000株であ
ります。

完全議決権株式(その他) 普通株式 33,360,000 33,360 同上

単元未満株式 普通株式   249,051 ― １単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 35,171,051 ― ―

総株主の議決権 ― 33,360 ―
 

 

② 【自己株式等】

平成26年６月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数(株)

他人名義所有
株式数(株)

所有株式数
の合計(株)

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

㈱ＡＴグループ
名古屋市昭和区高辻町
６番８号

1,562,000 ― 1,562,000 4.44

計 ― 1,562,000 ― 1,562,000 4.44
 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(平成26年４月１日から平成

26年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成26年４月１日から平成26年６月30日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

 

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 2,211 2,067

  受取手形及び売掛金 30,582 23,617

  割賦売掛金 77,321 77,932

  リース投資資産 8,722 8,894

  商品 12,124 17,717

  仕掛品 2,780 2,608

  貯蔵品 916 1,080

  繰延税金資産 2,855 2,284

  その他 8,543 9,248

  貸倒引当金 △227 △202

  流動資産合計 145,829 145,247

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 23,088 23,152

   貸与資産（純額） 22,946 24,462

   土地 49,497 49,456

   その他（純額） 9,898 9,856

   有形固定資産合計 105,431 106,927

  無形固定資産 776 765

  投資その他の資産   

   投資有価証券 43,714 45,301

   繰延税金資産 6,460 7,197

   その他 5,973 6,004

   貸倒引当金 △81 △104

   投資その他の資産合計 56,066 58,399

  固定資産合計 162,274 166,092

 資産合計 308,103 311,340
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 28,195 23,101

  短期借入金 29,840 41,585

  未払法人税等 4,344 329

  賞与引当金 4,921 2,468

  割賦利益繰延 14,352 14,516

  その他 19,526 19,978

  流動負債合計 101,180 101,980

 固定負債   

  長期借入金 10,628 9,538

  繰延税金負債 12,089 12,609

  退職給付に係る負債 18,875 21,217

  負ののれん 6,884 6,752

  その他 1,039 723

  固定負債合計 49,517 50,841

 負債合計 150,697 152,821

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 2,917 2,917

  資本剰余金 25,819 25,819

  利益剰余金 110,292 110,289

  自己株式 △3,976 △3,979

  株主資本合計 135,053 135,047

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 23,117 24,231

  退職給付に係る調整累計額 △765 △760

  その他の包括利益累計額合計 22,352 23,470

 純資産合計 157,406 158,518

負債純資産合計 308,103 311,340
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

売上高 87,142 80,236

売上原価 72,345 66,706

割賦販売未実現利益戻入額 13,299 14,352

割賦販売未実現利益繰入額 13,433 14,516

手数料収入 4,052 4,114

売上総利益 18,714 17,480

販売費及び一般管理費 15,235 15,296

営業利益 3,479 2,183

営業外収益   

 受取利息 24 18

 受取配当金 542 834

 負ののれん償却額 132 132

 持分法による投資利益 48 19

 その他 138 164

 営業外収益合計 886 1,170

営業外費用   

 支払利息 66 58

 支払手数料 24 23

 その他 46 20

 営業外費用合計 137 101

経常利益 4,229 3,252

特別利益   

 固定資産売却益 - 118

 特別利益合計 - 118

特別損失   

 固定資産廃棄損 - 77

 減損損失 - 71

 特別損失合計 - 149

税金等調整前四半期純利益 4,229 3,221

法人税、住民税及び事業税 541 361

法人税等調整額 982 582

法人税等合計 1,523 943

少数株主損益調整前四半期純利益 2,705 2,277

少数株主利益 - -

四半期純利益 2,705 2,277
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 2,705 2,277

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 4,414 1,113

 退職給付に係る調整額 - 6

 持分法適用会社に対する持分相当額 - △1

 その他の包括利益合計 4,414 1,118

四半期包括利益 7,119 3,396

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 7,119 3,396

 少数株主に係る四半期包括利益 - -
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【注記事項】

(会計方針の変更)

　

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日 至 平成26年６月30日)

(退職給付に関する会計基準等の適用)

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下

「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられ

た定めについて当第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給

付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに割引率の決定方法を従業員の平

均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映

した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第１四

半期連結会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加

減しております。

この結果、当第１四半期連結会計期間の期首の退職給付に係る負債が2,245百万円増加し、利益剰余金が1,441

百万円減少しております。また、この変更による当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調

整前四半期純利益への影響は軽微であります。
 

 

(四半期連結貸借対照表関係)

　 保証債務

連結会社以外の会社等の金融機関等からの借入債務等に対し、債務保証を行っております。

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

㈱アトラス 0百万円 ㈱アトラス 0百万円

一般顧客(リース契約に
係る債務)

247 〃
一般顧客(リース契約に
係る債務)

228 〃

住宅購入者(一般顧客)の
ためのつなぎ融資等

794 〃
住宅購入者(一般顧客)の
ためのつなぎ融資等

994 〃

計 1,042 〃 計 1,224 〃
 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及び負ののれんの償却額は、

次のとおりであります。

 

 
前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

減価償却費 3,336百万円 3,594百万円

負ののれんの償却額 132 〃 132　〃
 

 

(株主資本等関係)

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年５月10日
取締役会

普通株式 672 20 平成25年３月31日 平成25年６月13日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日後

となるもの

　　該当事項はありません。

 

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年６月30日)
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１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年５月12日
取締役会

普通株式 840 25 平成26年３月31日 平成26年６月13日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日後

となるもの

　　該当事項はありません。

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

 

報告セグメント
その他
(注１)

合計
調整額
(注２)

四半期連
結損益計
算書計上
額(注３)

自動車関連

事業

住宅関連

事業

情報システ

ム関連事業
計

売上高         

外部顧客への
売上高

81,440 4,875 820 87,137 5 87,142 ― 87,142

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

15 32 319 367 135 503 △503 ―

計 81,456 4,908 1,140 87,504 140 87,645 △503 87,142

セグメント利益 3,218 119 98 3,436 53 3,489 △10 3,479
 

(注) １　「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、機器等のリース、割賦・リースの

保証・集金代行の事業を含んでおります。

２　セグメント利益の調整額△10百万円には、セグメント間取引消去28百万円、各報告セグメントに配分してい

ない全社費用△220百万円、その他調整額182百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメント

に帰属しない純粋持株会社である当社の子会社統括事業及び株式管理事業等に係る費用であり、その他調整

額は報告セグメントに帰属しない当社の受取ロイヤリティ等であります。

３　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

 

報告セグメント
その他
(注１)

合計
調整額
(注２)

四半期連
結損益計
算書計上
額(注３)

自動車関連

事業

住宅関連

事業

情報システ

ム関連事業
計

売上高         

外部顧客への
売上高

73,856 5,566 807 80,229 6 80,236 ― 80,236

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

23 12 331 367 132 500 △500 ―

計 73,880 5,578 1,138 80,597 138 80,736 △500 80,236

セグメント利益 1,945 137 66 2,149 52 2,201 △18 2,183
 

(注) １　「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、機器等のリース、割賦・リースの

保証・集金代行の事業を含んでおります。
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２　セグメント利益の調整額△18百万円には、セグメント間取引消去21百万円、各報告セグメントに配分してい

ない全社費用△214百万円、その他調整額174百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメント

に帰属しない純粋持株会社である当社の子会社統括事業及び株式管理事業等に係る費用であり、その他調整

額は報告セグメントに帰属しない当社の受取ロイヤリティ等であります。

３　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

２．報告セグメントの変更等に関する事項

会計方針の変更に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より退職給付債務及び勤務費用の計算方法を変更し

たことに伴い、事業セグメントの退職給付債務及び勤務費用の計算方法を同様に変更しております。

当該変更による、当第１四半期連結累計期間の「自動車関連事業」、「住宅関連事業」、「情報システム関連事

業」、「その他」のセグメント利益への影響は軽微であります。

　

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

(単位：百万円)

 

報告セグメント

その他 全社・消去 合計自動車関連
事業

住宅関連
事業

情報システ
ム関連事業

計

減損損失 71 ― ― 71 ― ― 71
 

 

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額 80円47銭 67円77銭

(算定上の基礎)   

四半期純利益金額(百万円) 2,705 2,277

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 2,705 2,277

普通株式の期中平均株式数(株) 33,623,488 33,608,558
 

(注)  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

２ 【その他】

平成26年５月12日開催の取締役会において、剰余金の配当(期末)に関し、次のとおり決議しました。

(1) 配当金の総額 840百万円

(2) １株当たりの金額 25円00銭

(3) 支払請求の効力発生日及び支払開始日 平成26年６月13日
 

(注)　平成26年３月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行っております。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

 

 

平成２６年８月５日
 

 

株式会社ＡＴグループ

取 締 役 会　　御中
 

 

 

有限責任監査法人　 ト ー マ ツ
 

 
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　松　　井　　夏　　樹　　㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　山　　崎　　裕　　司　　㊞

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社Ａ

Ｔグループの平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成２６

年４月１日から平成２６年６月３０日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成２６年４月１日から平成２６年６月３

０日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利

益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ＡＴグループ及び連結子会社の平成２６年６月３０日現

在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項

がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 
 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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